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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 盤 に 配 設 さ れ た 電 気 的 に 動 作 す る 複 数 個 の 遊 技 部 品 と 、 前 記 遊 技 部 品 の 動 作 を 制 御
す る 制 御 手 段 と 、 遊 技 機 の 背 面 側 で 前 記 複 数 個 の 遊 技 部 品 に 接 続 さ れ て い る ケ ー ブ ル 類 を
纏 め た 状 態 で 前 記 制 御 手 段 に ケ ー ブ ル 接 続 す る 中 継 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 中 継 手 段 の 取 り 外 し 動 作 に 連 動 し て 取 り 外 し の 痕 跡 を 残 す と と も に 、 中 継 手 段 を も
と の 取 付 状 態 に 戻 せ な く す る 痕 跡 部 材 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 さ ら に 、 前 記 中 継 手 段 の 一 端 辺 側 を 保 持 す る 保 持 手 段 を 備 え 、
　 前 記 痕 跡 部 材 は 、 前 記 保 持 手 段 に よ り 保 持 さ れ た 前 記 中 継 手 段 の 一 端 辺 と 対 向 す る 他 端
辺 側 を 遊 技 盤 に 取 り 付 け る の を 許 容 す る と と も に 、 取 り 外 し 方 向 へ は 係 止 し て そ の 取 り 外
し を 規 制 す る 係 止 部 材 で あ り 、
　 前 記 保 持 手 段 と 前 記 係 止 部 材 と が 協 働 し て 前 記 中 継 手 段 を 前 記 遊 技 盤 に 固 定 保 持 す る こ
と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 係 止 部 材 は 、 略 「 Ｌ 」 字 状 を し て お り 、 そ の 短 辺 部 分 の 先 端 側 で 前 記 中 継 手 段 を 係
止 し 、 か つ 、 基 端 部 か ら 延 伸 す る 長 辺 部 分 を 含 む 背 面 幅 方 向 に 切 り 欠 き 部 が 少 な く と も １
箇 所 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 さ ら に 、 前 記 中 継 手 段 の 一 端 辺 側 を 保 持 す る 保 持 手 段 を 備 え 、
　 前 記 痕 跡 部 材 は 、 前 記 中 継 手 段 の 取 り 外 し に 連 動 し て 前 記 保 持 手 段 に よ り 保 持 さ れ た 端
辺 側 と は 異 な る 端 辺 側 の 面 に 接 触 ま た は 非 接 触 で 近 接 し て 通 過 す る よ う に 揺 動 す る 揺 動 部
材 と 、
　 前 記 揺 動 部 材 の 揺 動 を 一 方 向 に 規 制 す る ラ チ ェ ッ ト 機 構 と 、
　 前 記 中 継 手 段 面 を 通 過 し た 前 記 揺 動 部 材 が 所 定 の 位 置 で 停 止 す る よ う に 規 制 す る 規 制 部



【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】
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材 と か ら 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 痕 跡 部 材 を 中 継 手 段 に 備 え 、
　 さ ら に 、 前 記 中 継 手 段 の 取 り 外 し に 連 動 す る 連 動 手 段 を 備 え 、
　 前 記 連 動 手 段 の 連 動 に よ り 前 記 痕 跡 部 材 に 中 継 手 段 の 取 り 外 し の 痕 跡 を 残 す よ う に 構 成
し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 痕 跡 手 段 は 、 シ ー ト 状 物 で あ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 痕 跡 手 段 は 、 前 記 遊 技 部 品 に 接 続 さ れ て い る ケ ー ブ ル で あ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技
機 。
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